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堤防は、洪水を防ぐ重要な施設ですが、
植物に覆われていると堤防の状況が確認で
きず、異常の発見ができません。そのため
、定期的に堤防の草刈りを行っています。
今年度は江戸川で３回、坂川で２回の除

草を予定しており、１回目の除草を５月中
旬から６月上旬までの予定で実施していま
す。ご理解とご協力をお願いいたします。

堤防の除草について

出水期を迎えるにあたり、５月２５日に合同
巡視を実施しました。合同巡視とは、洪水時の
迅速な水防活動に関する情報を共有するため、
事前に河川管理者が流域の自治体職員や水防団
員と共に、洪水時に危険になる箇所などを確認
するものです。
国、千葉県、流山市と松戸市の防災を担当す

る職員や消防署と合同で巡視を行いました。   

合同巡視について

５月１８日に江戸川本川、５月２０日に坂
川にて履行検査を行いました。
履行検査とは許可工作物が施設管理者に

よって適切に維持管理が履行されているか、
管理者立会の上で確認するもので、松戸出張
所では出水期前の５月に履行検査を実施して
います。
 今回の履行検査においては、樋管を中心に
検査を行い、問題となる大きな不具合等は確
認されませんでした。

履行検査について
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令和７年度に完成した工事を紹介します
●Ｒ６坂川情報板設備他設置工事
相互電設（株） 
工期：令和７年６月～令和８年３月
箇所：流山市野々下地先ほか１箇所
河川情報板設備を設置する工事を行いました。

●Ｒ７江戸川管内堤防強化対策整備他工事
金杉建設（株） 箇所：流山市芝先地先ほか
工期：令和７年１１月～令和８年３月
管内で発生した土砂や他事業から受け入れた建
設発生土を堤防の整備に使用できるよう混合す
る工事です。

完成

台風6号に伴う出水対応について

６月２日から３日にかけて関東地方を襲っ
た台風６号の影響により、河川の水位が上昇
したことから、松戸排水機場及び古ヶ崎排水
機場のポンプ設備を運転し、対応しました。
これから梅雨に入ることや今後も台風の発生
が予見されますので、引き続き対応して参り
ます。

松戸排水機場3号ポンプの修繕について

松戸排水機場３号ポンプの修繕工事を令和
６年度より（株）日立インダストリアルプロ
ダクツにより施工しております。５月末を
もって本工事におけるポンプ設備の分解、整
備、組み立てを完了し、３号ポンプが稼働で
きる状態となりました。工事については片付
けを行い、６月末までに完了予定です。

完成 施工状況

稼働中の1号ポンプ
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